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重要取組シート 

取組項目 新清掃工場の建設に向けた取組の推進 

現状・課題 

○本市の一般廃棄物（ごみ）処理は、クリーンセンター東工場第二工場及び臨海工

場の 2つの清掃工場で行っている（東工場第一工場は補完的に運用）。 

○上記 2つの清掃工場の現状は以下のとおり。 

【クリーンセンター東工場第二工場】 

・平成 9年竣工（竣工後 27 年経過） / 平成 26年に基幹的設備改良工事実施 / 

令和 5年度から大規模修繕工事を実施中 

【クリーンセンター臨海工場】 

・平成 25年竣工（竣工後 11 年経過） 

・今後の基幹的設備改良工事等の対応を検討する必要がある。 

○本市におけるごみ処理を安定して持続させるためには、将来を見据えたごみ処理

体制の検討が必要である。 

・清掃工場の耐用年数について、基幹的設備改良工事により、実施後 10年～15

年程度の延伸、更に大規模修繕工事による数年程度の延伸が可能である。 

・2 工場の現状を踏まえ、施設整備に関する基本的な計画を策定する必要がある。 

・清掃工場の整備には計画から竣工まで 10年程度を要するため、令和 6年度に

計画策定等に着手する。 

 

取 組 の 

内  容 

○一般廃棄物処理施設整備基本計画の策定（～令和 7年度末） 

○一般廃棄物処理施設整備基本計画（案）のパブリックコメントを実施 

○環境影響評価の実施 

○一般廃棄物処理施設整備基本計画に基づく新清掃工場等の建設 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～7月） 

□一般廃棄物処理施設整備基本計画策定支援業務の契約締結（～7月） 

中期 

（～11月） 

□一般廃棄物処理施設整備基本計画に係る一部事項（処理体制の将来像、施設規模

の考え方、環境学習計画）を堺市廃棄物減量等推進審議会へ諮問（～11月） 

後期 

（～3月） 

□堺市廃棄物減量等推進審議会専門部会において審議（2回程度） 

次年度 

以降 

□堺市廃棄物減量等推進審議会専門部会において審議（2回程度） 

□堺市廃棄物減量等推進審議会において審議（～7月） 

□堺市廃棄物減量等推進審議会答申（～9月） 

□一般廃棄物処理施設整備基本計画の策定（～令和 8年 3月） 

進
捗
の
状
況 

前期 

（～7月） 

□一般廃棄物処理施設整備基本計画策定支援業務の契約締結（7月） 

中期 

（～11月） 

□一般廃棄物処理施設整備基本計画に係る一部事項（処理体制の将来像、施設規模

の考え方、環境学習計画）を堺市廃棄物減量等推進審議会へ諮問（10月） 

後期 

（～3月） 

□堺市廃棄物減量等推進審議会専門部会において審議（12月・3月） 

 

環境局 環境事業部 環境施設課 
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